
支部等運営規則 

 

第１章 総 則 

 

（目  的） 

第１条  この規則は、公益社団法人相模原法人会（以下「この法人」という）定款第３６条の規定に基づき支部の運

営についての組織等を定めるものであり、円滑な支部組織の運営を行うことを目的とする。 

 

（会 員） 

第２条 この法人の会員は、その事業所を管轄する支部に所属する。 

２ この法人の会員は、前項支部内に地区を設置する場合は、その事業所を管轄する地区に所属する。 

 

 

第２章 支 部 

 

（支部の設置） 

第３条  この法人の支部は、別表に掲げるところにより設置する。 

 

（支部の所在地） 

第４条 支部は、支部長が勤務する事業所に事務所を置く。 

 

（支部役員の設置） 

第５条 支部に次の役員を置く。 

（１）支部長   １名 

（２）副支部長  ５名以内 

２ 支部長は、理事の中から、理事会において選任し、会長がこれを委嘱する。 

３ 副支部長は、管轄支部に所属する地区長がこれに当たる。支部に地区を置かない場合は、支部役員会において、

理事のうちから選任する。 

４ 地区を置かない場合は、支部役員会において、会員のうちから支部役員として会計幹事、幹事を２０名以内置く

ことができる。 

５ 前項の役員の任期は、選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときま

でとする。 

 

（支部役員の職務） 

第６条 支部長は、支部を代表し、支部業務を統轄し、次に掲げる職務を遂行する。 

（１）管轄地区長に対する連絡及び調整 

（２）管轄地区が行う事業の調整 

（３）他の支部、友誼団体、関係官庁等との連絡及び協議 

（４）その他理事会において決議された事項 

２  副支部長は、支部長を補佐し､支部長に事故があった場合には、あらかじめ決定した順位の者が、支部長に代わ

って支部を代表する。 

 

 



 

（支部役員会の招集及び組織） 

第７条 支部長は、前条に定める職務を遂行するため、必要に応じて支部役員会を招集する。 

２ 支部役員会は、第５条第１項及び第４項の支部役員並びに第９条第１項第１号ないし第３号の地区役員をもって

組織する。 

３ この法人の理事及び監事は、支部役員会に出席して意見を述べることができる。 

 

第３章 地 区 

 

（地区の設置） 

第８条 この法人は、支部の中に地区を置くことができる。 

２ この法人の地区は、別表に掲げるところにより設置する。 

 

（地区役員の設置） 

第９条  地区に次の役員を置くことができる。 

（１）地区長  １名 

（２）副地区長 ５名以内 

（３）会計幹事 １名 

（４）幹事   ２０名以内 

２ 地区長は、理事の中から、理事会において選任し、会長がこれを委嘱する。 

３ その他第１項第２号から第４号に掲げる役員は、地区役員会において、管轄地区に所属する会員のうちから選任

する。 

 

（地区役員の任期） 

第１０条 地区役員のうち地区長を除く役員の任期は、選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する通常総会の終結のときまでとする。 

 

（地区役員の職務） 

第１１条 地区長は、地区を代表し、地区業務を統轄する。 

２  副地区長は、地区長を補佐し、地区長に事故があった場合には、あらかじめ決定した順位の者が、地区長に代わ

って地区を代表する。 

３  会計幹事は、地区の会計帳簿を管理、保管する。 

４  幹事は、地区の業務を担当する。 

 

（地区役員会の招集及び組織） 

第１２条 地区長は、必要に応じて地区役員会を招集する。 

２  地区役員会は、第９条に定める地区役員の全員をもって組織する。 

３  この法人の理事及び監事は、地区役員会に出席して意見を述べることができる。 

 

 

第４章 役員会の議事 

 

（議 長） 

第１３条 役員会の議長は、支部長及び地区長がこれに当たる。 



２ 支部長及び地区長が欠けたとき又は支部長及び地区長に事故があるときは、支部役員及び地区役員の中から役員

会において選任する。 

 

（定足数及び議事） 

第１４条 役員会は、役員の過半数の出席で成立する。 

２ 役員会はこの法人の支部運営及び地区運営に関する事項のうち、理事会の決定により付議された事項について、

審議する。  

 

（議事録） 

第１５条 役員会の議事については、書面をもって別表に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 

（議事の経過の報告） 

第１６条 議長は、欠席した役員に対して、書面又は電磁的方法をもって議事の経過の概要を遅滞なく報告するもの

とする。 

２ 役員会の議事の概要は、理事会に報告しなければならない。 

 

 

第５章 雑 則 

 

（疑義を生じた場合） 

第１７条 この規則に疑義を生じた場合には、理事会が決定する。 

 

（改 廃） 

第１８条 この規則の改廃は、理事会の決議をもって行う。 

 

 

附 則 

 この規則は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。 

 令和７年３月２４日 支部並びに地区設置事項の一部改訂 第１３回通常総会終了時から施行する。 

 

 

 

 

支部並びに地区設置事項 

 

別表 

 

中央北支部 

管轄 

相模原市中央区 すすきの町／向陽町／氷川町／宮下１～３丁目／小山１～４丁目／宮下本町１～３丁目／清新１～

８丁目／小町通１丁目～２丁目／横山台１丁目／南橋本１～４丁目／相模原１～８丁目／矢部１～４丁目 

 

 



中央南支部 

管轄 

相模原市中央区 中央１～６丁目／横山１～６丁目／富士見１～６丁目／相生１～４丁目／千代田１～７丁目／星が

丘１～４丁目／高根１～３丁目／弥栄１～３丁目／並木１～４丁目／青葉１～３丁目／光が丘１～３丁目／松が丘１

～２丁目／緑が丘１～２丁目／陽光台１～７丁目 

 

大野北支部 

地区 管轄 

淵野辺 相模原市中央区 淵野辺１５丁目／淵野辺本町１～５丁目／東淵野辺１～３丁目／上矢部 

共 和 相模原市中央区 共和１～４丁目／鹿沼台１～２丁目／東淵野辺４・５丁目／由野台１・２丁目 

 

大野中支部 

管轄 

相模原市南区 西大沼１～５丁目／東大沼１～４丁目／鵜野森／古淵１～５丁目／若松１～６丁目／相模大野１丁目 

中央区 大野台１～８丁目（３丁目一部中央区） 

 

大野南支部 

管轄 

相模原市南区 上鶴間３４９７～４００８番地、３７００～３９００番地／旭町／文京１～２丁目／豊町／栄町／相

模大野１～９丁目／東林間１～８丁目／上鶴間１～８丁目／上鶴間本町１～９丁目／松が枝町（全域）／ 

相南１～４丁目 

 

橋本支部 

管轄 

相模原市緑区 相原／橋本台／二本松１～４丁目／橋本１～８丁目／大山町（全域）／西橋本１～５丁目／ 

下九沢（機械金属団地内）／元橋本町（全域）／東橋本１～４丁目 

 

大沢支部 

管轄 

相模原市緑区 大島（全域）／上九沢（全域）／二本松１～２丁目／橋本台１～３丁目／下九沢（中央区及び緑区）

／田名の一部 

 

田名支部 

管轄 

相模原市中央区 田名／緑区 田名（清水原、赤坂工業団地を除く）、田名塩田 

 

上溝支部 

地区 管轄 

上溝 相模原市中央区 上溝１～７丁目／上溝１～４６２９番地／横山台２丁目 

麻溝 相模原市南区 当麻（麻溝出張所管轄区域内）／下溝（全域） 



 

新相麻支部 

管轄 

相模原市南区 新磯野（全域）／相武台１～３丁目 ／相武台団地１～３丁目 ／磯部（全域）／新戸（全域）／ 

麻溝台（全域）／北里 

 

相模台支部 

管轄 

相模原市南区 南台１～６丁目／模原市南区 相模台１～８丁目／桜台（全域）／双葉１～２丁目／相模台団地（全域）

／御園１～５丁目 

 

津久井支部 

管轄 

旧津久井町（全域）／旧城山町（全域）／旧相模湖町（全域）／旧藤野町（全域） 

 

 

 

 

 

議事録記載事項 

 

別表 

１ 開催された日時及び場所 

２ 議事の経過の要領及びその結果 

３ 役員会に出席した役員の氏名 

４ 議長の氏名 

５ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 


